
奈
良
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
二
十
一
号

奈
良
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
奈
良
県
税
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

奈
良
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
九
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
条
の
次
に
次
の
七
条
を
加
え
る
。

（
徴
収
猶
予
に
係
る
徴
収
金
の
分
割
納
付
又
は
分
割
納
入
の
方
法
等
）

第
十
条
の
二

知
事
は
、
法
第
十
五
条
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
猶
予
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
条
の
八
に
お
い
て
「
徴
収
の
猶

予
」
と
い
う
。
）
又
は
法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
猶
予
を
し
た
期
間
の
延
長
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
徴
収
の
猶
予
期
間
の
延
長
」
と
い
う
。
）
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
徴

収
の
猶
予
に
係
る
金
額
を
そ
の
徴
収
の
猶
予
又
は
そ
の
徴
収
の
猶
予
期
間
の
延
長
を
す
る
期
間
内

の
各
月
（
知
事
が
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
期
間
内
の
知
事
が
指
定

す
る
月
）
に
分
割
し
て
納
付
し
、
又
は
納
入
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２

知
事
は
、
法
第
十
五
条
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
徴
収
の
猶
予
又
は
徴
収
の
猶
予

期
間
の
延
長
に
係
る
徴
収
金
を
分
割
し
て
納
付
し
、
又
は
納
入
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

分
割
納
付
の
各
納
付
期
限
及
び
各
納
付
期
限
ご
と
の
納
付
金
額
又
は
当
該
分
割
納
入
の
各
納
入
期

限
及
び
各
納
入
期
限
ご
と
の
納
入
金
額
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３

知
事
は
、
徴
収
の
猶
予
又
は
徴
収
の
猶
予
期
間
の
延
長
を
受
け
た
者
が
次
項
の
規
定
に
よ
り
通

知
さ
れ
た
分
割
納
付
の
各
納
付
期
限
ご
と
の
納
付
金
額
を
そ
の
納
付
期
限
ま
で
に
納
付
し
、
又
は

分
割
納
入
の
各
納
入
期
限
ご
と
の
納
入
金
額
を
そ
の
納
入
期
限
ま
で
に
納
入
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
に
つ
き
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
分

割
納
付
の
各
納
付
期
限
及
び
各
納
付
期
限
ご
と
の
納
付
金
額
又
は
分
割
納
入
の
各
納
入
期
限
及
び

各
納
入
期
限
ご
と
の
納
入
金
額
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

知
事
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
分
割
納
付
の
各
納
付
期
限
及
び
各
納
付
期
限
ご
と
の
納
付
金

額
又
は
分
割
納
入
の
各
納
入
期
限
及
び
各
納
入
期
限
ご
と
の
納
入
金
額
を
定
め
た
と
き
は
、
分
割

納
付
の
各
納
付
期
限
及
び
各
納
付
期
限
ご
と
の
納
付
金
額
又
は
分
割
納
入
の
各
納
入
期
限
及
び
各



納
入
期
限
ご
と
の
納
入
金
額
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
徴
収
の
猶
予
又
は
徴
収
の
猶
予
期
間
の
延
長

を
受
け
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

知
事
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
分
割
納
付
の
各
納
付
期
限
及
び
各
納
付
期
限
ご
と
の
納
付
金

額
又
は
分
割
納
入
の
各
納
入
期
限
及
び
各
納
入
期
限
ご
と
の
納
入
金
額
を
変
更
し
た
と
き
は
、
そ

の
変
更
後
の
分
割
納
付
の
各
納
付
期
限
及
び
各
納
付
期
限
ご
と
の
納
付
金
額
又
は
分
割
納
入
の
各

納
入
期
限
及
び
各
納
入
期
限
ご
と
の
納
入
金
額
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
当
該
変
更
を
受
け
た
者
に

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
徴
収
猶
予
の
申
請
手
続
）

第
十
条
の
三

法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

と
す
る
。

一

法
第
十
五
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
該
当
す
る

事
実
に
基
づ
き
徴
収
金
を
一
時
に
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
情
の
詳
細

二

納
付
し
、
又
は
納
入
す
べ
き
徴
収
金
の
年
度
、
種
類
、
納
期
限
及
び
金
額

三

前
号
の
金
額
の
う
ち
当
該
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額

四

当
該
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
期
間

五

分
割
納
付
の
方
法
に
よ
り
納
付
又
は
分
割
納
入
の
方
法
に
よ
り
納
入
を
行
う
か
ど
う
か
（
分

割
納
付
の
方
法
に
よ
り
納
付
又
は
分
割
納
入
の
方
法
に
よ
り
納
入
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、

分
割
納
付
の
各
納
付
期
限
及
び
各
納
付
期
限
ご
と
の
納
付
金
額
又
は
分
割
納
入
の
各
納
入
期
限

及
び
各
納
入
期
限
ご
と
の
納
入
金
額
を
含
む
。
）

六

猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額
が
百
万
円
を
超
え
、
か
つ
、
猶
予
期
間
が
三
月
を
超
え
る
場

合
に
は
、
提
供
し
よ
う
と
す
る
法
第
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
担
保
の
種
類
、
数
量
、
価

額
及
び
所
在
（
そ
の
担
保
が
保
証
人
の
保
証
で
あ
る
と
き
は
、
保
証
人
の
氏
名
及
び
住
所
又
は

居
所
）
そ
の
他
担
保
に
関
し
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
（
担
保
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
特

別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
情
）

２

法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

法
第
十
五
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類

二

財
産
目
録
そ
の
他
の
資
産
及
び
負
債
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

三

猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
日
前
一
年
間
の
収
入
及
び
支
出
の
実
績
並
び
に
同
日
以
後
の
収
入

及
び
支
出
の
見
込
み
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

四

猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額
が
百
万
円
を
超
え
、
か
つ
、
猶
予
期
間
が
三
月
を
超
え
る
場



合
に
は
、
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と

い
う
。
）
第
六
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
書
類
そ
の
他
担
保
の
提
供
に
関
し
必
要
と

な
る
書
類

３

法
第
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

徴
収
金
を
一
時
に
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
情
の
詳
細

二

第
一
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

４

法
第
十
五
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
書
類
は
、
第
二
項
第
二
号

か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

５

法
第
十
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

猶
予
期
間
の
延
長
を
受
け
よ
う
と
す
る
徴
収
金
の
年
度
、
種
類
、
納
期
限
及
び
金
額

二

猶
予
期
間
内
に
そ
の
猶
予
を
受
け
た
金
額
を
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
や

む
を
得
な
い
理
由
及
び
そ
の
猶
予
期
間
の
延
長
を
受
け
よ
う
と
す
る
期
間

三

第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項

６

法
第
十
五
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
書
類
は
、
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書

類
と
す
る
。

７

法
第
十
五
条
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
期
間
は
、
二
十
日
と
す
る
。

（
職
権
に
よ
る
換
価
の
猶
予
に
係
る
徴
収
金
の
分
割
納
付
又
は
分
割
納
入
の
方
法
等
）

第
十
条
の
四

知
事
は
、
法
第
十
五
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条

第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
換
価
の
猶
予
（

以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
十
条
の
八
に
お
い
て
「
職
権
に
よ
る
換
価
の
猶
予
」
と
い
う
。
）
又

は
法
第
十
五
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

る
職
権
に
よ
る
換
価
の
猶
予
を
し
た
期
間
の
延
長
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
職
権
に
よ
る
換
価

の
猶
予
期
間
の
延
長
」
と
い
う
。
）
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
職
権
に
よ
る
換
価
の
猶
予
に
係
る

金
額
（
そ
の
納
付
又
は
納
入
を
困
難
と
す
る
金
額
と
し
て
施
行
令
第
六
条
の
九
の
三
第
一
項
で
定

め
る
額
を
限
度
と
す
る
。
）
を
そ
の
職
権
に
よ
る
換
価
の
猶
予
又
は
そ
の
職
権
に
よ
る
換
価
の
猶

予
期
間
の
延
長
を
す
る
期
間
内
の
各
月
（
知
事
が
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

そ
の
期
間
内
の
知
事
が
指
定
す
る
月
）
に
分
割
し
て
納
付
し
、
又
は
納
入
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２

第
十
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
十
五
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
職
権
に
よ
る
換
価
の
猶
予

又
は
職
権
に
よ
る
換
価
の
猶
予
期
間
の
延
長
に
係
る
徴
収
金
を
分
割
し
て
納
付
し
、
又
は
納
入
さ



せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
職
権
に
よ
る
換
価
の
猶
予
に
係
る
提
出
書
類
）

第
十
条
の
五

法
第
十
五
条
の
五
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
書
類
は
、

次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

第
十
条
の
三
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

二

分
割
し
て
納
付
し
、
又
は
納
入
さ
せ
る
た
め
に
必
要
と
な
る
書
類

（
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
に
係
る
徴
収
金
の
分
割
納
付
又
は
分
割
納
入
の
方
法
等
）

第
十
条
の
六

法
第
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
期
間
は
、
六
月
と
す
る
。

２

知
事
は
、
法
第
十
五
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
三
項
又

は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
換
価
の
猶
予
（
以
下
こ
の

条
か
ら
第
十
条
の
八
ま
で
に
お
い
て
「
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
」
と
い
う
。
）
又
は
法
第
十
五

条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶

予
を
し
た
期
間
の
延
長
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
期
間
の
延
長
」
と

い
う
。
）
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
に
係
る
金
額
（
そ
の
納
付
又
は
納

入
を
困
難
と
す
る
金
額
と
し
て
施
行
令
第
六
条
の
九
の
三
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項
で
定
め
る
額
を
限
度
と
す
る
。
）
を
そ
の
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
又
は
そ
の
申

請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
期
間
の
延
長
を
す
る
期
間
内
の
各
月
（
知
事
が
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
期
間
内
の
知
事
が
指
定
す
る
月
）
に
分
割
し
て
納
付
し
、
又
は
納
入

さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

３

第
十
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
十
五
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予

又
は
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
期
間
の
延
長
に
係
る
徴
収
金
を
分
割
し
て
納
付
し
、
又
は
納
入
さ

せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
の
申
請
手
続
）

第
十
条
の
七

法
第
十
五
条
の
六
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

一

徴
収
金
を
一
時
に
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
こ
と
に
よ
り
事
業
の
継
続
又
は
生
活
の
維
持
が

困
難
と
な
る
事
情
の
詳
細

二

第
十
条
の
三
第
一
項
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項

三

納
付
し
、
又
は
納
入
す
べ
き
徴
収
金
の
金
額
の
う
ち
そ
の
納
付
又
は
納
入
を
困
難
と
す
る
金



額
四

分
割
納
付
の
各
納
付
期
限
及
び
各
納
付
期
限
ご
と
の
納
付
金
額
又
は
分
割
納
入
の
各
納
入
期

限
及
び
各
納
入
期
限
ご
と
の
納
入
金
額

２

法
第
十
五
条
の
六
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
書
類
は
、
第
十
条
の

三
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

３

法
第
十
五
条
の
六
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一

第
十
条
の
三
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項

二

第
十
条
の
三
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

三

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

４

法
第
十
五
条
の
六
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
条

例
で
定
め
る
期
間
は
、
二
十
日
と
す
る
。

（
担
保
を
徴
す
る
必
要
が
な
い
場
合
）

第
十
条
の
八

法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
場
合
は
、
徴
収
の
猶
予
、
職
権
に

よ
る
換
価
の
猶
予
若
し
く
は
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
に
係
る
金
額
が
百
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
、

こ
れ
ら
の
猶
予
期
間
が
三
月
以
内
で
あ
る
場
合
又
は
担
保
を
徴
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
別
の
事

情
が
あ
る
場
合
と
す
る
。

第
二
十
条
第
二
項
中
「
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
。
以
下
「
施

行
令
」
と
い
う
。
）
」
を
「
施
行
令
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
所
在
地
」
を
「
、
所
在
地
及
び
法
人
番
号
（
行
政
手

続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
法
人
番
号

を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
所
在
地
）
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
中
「
及
び
名
称
」
を
「
、
名
称
及
び
法
人

番
号
（
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
所
在
地
及
び
名
称
）
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
の
四
第
五
項
第
一
号
中
「
及
び
氏
名
又
は
名
称
」
を
「
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
個
人

番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二

条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
法
人
番
号
（
個
人
番
号
又
は
法
人

番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住
所
又
は
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名
称
）
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
の
八
第
一
項
第
一
号
、
第
三
十
七
条
の
十
三
第
五
項
第
一
号
及
び
第
三
十
七
条
の
十



四
第
二
項
第
一
号
中
「
及
び
氏
名
又
は
名
称
」
を
「
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番

号
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住
所
又
は
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名

称
）
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
の
十
六
の
二
第
二
項
第
一
号
中
「
及
び
氏
名
又
は
名
称
」
を
「
、
氏
名
又
は
名
称
及

び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住
所
及
び

氏
名
又
は
名
称
）
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
の
十
六
の
三
第
二
項
第
一
号
中
「
及
び
氏
名
」
を
「
、
氏
名
及
び
個
人
番
号
（
個
人

番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住
所
及
び
氏
名
）
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
の
十
六
の
四
第
二
項
第
一
号
中
「
及
び
氏
名
又
は
名
称
」
を
「
、
氏
名
又
は
名
称
及

び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住
所
及
び

氏
名
又
は
名
称
）
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
の
十
六
の
五
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
十
七
条
の
十
七
第
三
項
第
一
号
中
「
及
び
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地
」
を
「
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
法
人
番
号
（
法
人
番
号
を
有
し
な

い
者
に
あ
つ
て
は
、
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
」
に
改
め
る
。

第
五
十
四
条
の
七
第
二
項
第
一
号
ア
中
「
及
び
住
所
」
を
「
、
住
所
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番

号
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
）
」
に
改

め
る
。

第
五
十
四
条
の
十
五
第
一
項
第
一
号
中
「
名
称
」
の
下
に
「
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
（
個

人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称
）
」
を
加
え
る
。

第
六
十
三
条
第
二
項
第
一
号
中
「
及
び
氏
名
」
を
「
、
氏
名
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
（
法

第
百
五
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
者
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に

あ
つ
て
は
、
住
所
及
び
氏
名
）
」
に
改
め
る
。

第
七
十
条
第
一
号
及
び
第
九
十
条
第
二
項
第
一
号
中
「
及
び
氏
名
又
は
名
称
」
を
「
、
氏
名
又
は

名
称
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住

所
及
び
氏
名
又
は
名
称
）
」
に
改
め
る
。

附
則
第
八
条
第
六
項
第
一
号
中
「
及
び
氏
名
又
は
名
称
」
を
「
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
個
人
番
号

又
は
法
人
番
号
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住
所
又
は
所
在
地
及
び

氏
名
又
は
名
称
）
」
に
改
め
る
。

（
過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
九
月
奈
良
県
条
例



第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
氏
名
」
を
「
、
氏
名
及
び
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特

定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号

）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
、
「
及
び
代
表
者
の
氏
名

」
を
「
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
法
人
番
号
（
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
）
（
個
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
住
所
及
び
氏
名
、
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者

に
あ
つ
て
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一

号
中
「
及
び
氏
名
」
を
「
、
氏
名
及
び
個
人
番
号
（
個
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住
所

及
び
氏
名
）
」
に
改
め
る
。

（
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
一
年

十
二
月
奈
良
県
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
号
中
「
及
び
氏
名
」
を
「
、
氏
名
及
び
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二

条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
、
「
及
び
代
表
者
の
氏
名
」
を
「
、

代
表
者
の
氏
名
及
び
法
人
番
号
（
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

）
（
個
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
住
所
及
び
氏
名
、
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て

は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
」
に
改
め
る
。

（
関
西
文
化
学
術
研
究
都
市
の
建
設
を
促
進
す
る
た
め
の
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正
）

第
四
条

関
西
文
化
学
術
研
究
都
市
の
建
設
を
促
進
す
る
た
め
の
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
六
十
三
年
七
月
奈
良
県
条
例
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
号
中
「
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
」
を
「
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
法

人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（

平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
（
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
）
」
に
改
め
る
。

（
奈
良
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
の
一
部
改
正
）

第
五
条

奈
良
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
（
平
成
十
五
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
九
条
第
二
項
第
一
号
中
「
及
び
氏
名
又
は
名
称
」
を
「
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
個
人
番
号
（
行

政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五

年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
法
人

番
号
（
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番

号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
住
所
又
は
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名
称
）
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
三
項
中
「
第
十
五
条
第
四
項
、
第
十
五
条
の
二
」
を
「
第
十
五
条
の
二
の
二
、
第
十
五

条
の
二
の
三
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
氏
名
又
は
名
称
」
を
「
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
個
人
番
号
又

は
法
人
番
号
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
住
所
又
は
所
在
地
及
び
氏

名
又
は
名
称
）
」
に
改
め
る
。

（
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
の
た
め
の
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
六
条

産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
の
た
め
の
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
一

年
七
月
奈
良
県
条
例
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
号
中
「
及
び
氏
名
」
を
「
、
氏
名
及
び
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二

条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
、
「
及
び
代
表
者
の
氏
名
」
を
「
、

代
表
者
の
氏
名
及
び
法
人
番
号
（
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

）
（
個
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
住
所
及
び
氏
名
、
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て

は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。

一

第
一
条
の
規
定
（
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
、

第
五
条
の
規
定
（
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
六
条
の
規
定
及
び
附
則
第
三
条
の

規
定

平
成
二
十
八
年
一
月
一
日

二

第
一
条
中
奈
良
県
税
条
例
第
十
条
の
次
に
七
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
条
例
第
二
十
条
の

改
正
規
定
、
第
五
条
中
奈
良
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
第
十
条
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
の
規
定

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

（
徴
収
猶
予
、
職
権
に
よ
る
換
価
の
猶
予
及
び
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
に
関
す
る
経
過
措
置
）



第
二
条

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
奈
良
県
税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。

）
第
十
条
の
二
、
第
十
条
の
三
及
び
第
十
条
の
八
（
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
七
年
法
律
第
二
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
。
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第

十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
猶
予
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
前

条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
申
請
さ
れ
る
新
法

第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
猶
予
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
申
請

さ
れ
た
改
正
法
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
以
下
「
旧
法
」

と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
猶
予
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

２

新
条
例
第
十
条
の
四
、
第
十
条
の
五
及
び
第
十
条
の
八
（
新
法
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
換
価
の
猶
予
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
さ
れ
る
同
項
の
規
定
に
よ

る
換
価
の
猶
予
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
さ
れ
た
旧
法
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
換
価
の
猶
予
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

新
条
例
第
十
条
の
六
、
第
十
条
の
七
及
び
第
十
条
の
八
（
新
法
第
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
換
価
の
猶
予
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
同
項
に
規
定
す
る
納
期
限

が
到
来
す
る
徴
収
金
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
鉱
区
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

新
条
例
第
七
十
条
の
規
定
は
、
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
鉱

区
税
を
課
さ
れ
る
べ
き
事
実
が
発
生
し
、
若
し
く
は
消
滅
し
た
場
合
又
は
申
告
し
た
事
項
に
異
動
が

生
じ
た
場
合
に
提
出
す
る
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
ま
で
に
鉱
区
税
を
課
さ
れ
る
べ
き
事

実
が
発
生
し
、
若
し
く
は
消
滅
し
た
場
合
又
は
申
告
し
た
事
項
に
異
動
を
生
じ
た
場
合
に
提
出
す
る

申
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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